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Ⅰ 静岡市水道料金等懇話会設置目的等について 

 

＜静岡市水道料金等懇話会設置要綱より＞ 

 （設置） 

第１条 適正な水道に係る料金及び手数料（以下「水道料金等」と

いう。）について広く意見を求めるため、静岡市水道料金等懇話会

（以下「懇話会」という｡）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 懇話会の所掌事務は、水道料金等に関して総合的に検討し、

静岡市公営企業管理者（以下「管理者」という。）に対して意見を

述べることとする。 

＜今後の日程及び内容＞ 

回数 日  程 内    容 

1 平成 19 年 6 月 12 日(火) 

懇話会の目的、水道事業の概要、現状の説明 

（財政運営状況・現行料金体系等）、課題 

２ 平成 19 年 7 月 17 日(火) 

財政運営の見通しと水道料金等の概要、新料金

体系等素案説明  

３ 平成 19 年 8 月 21 日(火) 新料金体系等素案に関する意見交換  

４ 平成 19 年 9 月 18 日(火) 新料金体系等素案に関する意見交換  

５ 平成 19 年 10 月 16 日(火) 新料金体系等素案に関する意見取りまとめ  
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静岡市水道料金等懇話会設置要綱 
（設置） 
第１条 静岡市は、適正な水道に係る料金及び手数料（以下「水道料金等」という。）につ

いて広く意見を求めるため、静岡市水道料金等懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。 
（所掌事務） 
第２条 懇話会の所掌事務は、水道料金等に関して総合的に検討し、静岡市公営企業管理

者（以下「管理者」という。）に対して意見を述べることとする。 
（組織） 
第３条 懇話会は、委員 15 人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。 
（１）水道事業に関係する団体に所属する者 
（２）学識経験がある者 
（３）市民 
３ 管理者は、前項第３号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努め

るものとする。 
（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成 19 年 12 月 28 日までとする。 
 （会長） 
第５条 懇話会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がそ

の職務を代理する。 
 （会議） 
第６条 懇話会の会議は、会長が招集する。 
２ 懇話会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 懇話会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴く

ことができる。 
 （庶務） 
第７条 懇話会の庶務は、企業局水道部水道総務課において処理する。 
 （雑則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会

に諮って定める。 
   附 則 
 この要綱は、平成 19年４月 2日から施行する。 
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        資料２資料２資料２資料２    

ⅡⅡⅡⅡ    静岡市水道事業の概要、現状及び課題について静岡市水道事業の概要、現状及び課題について静岡市水道事業の概要、現状及び課題について静岡市水道事業の概要、現状及び課題について                                
 
 
 
１水道事業の沿革１水道事業の沿革１水道事業の沿革１水道事業の沿革    
    
 旧静岡・旧清水両市は、合併に伴い平成 15 年 4 月 1 日をもって新たな「静岡市」
が設置されることになりました。 
これに伴い、水道事業においても平成 15 年 3 月 31 日付けで、旧両市各々の事業廃
止許可を、また、同年 4月 1日付けで経営認可を得ることとなりました。 
その後、蒲原町との合併に伴う水道事業の統合及び和田島浄水場における浄水方法
の変更について、平成 18 年３月 30 日変更認可（第１回）を受け、現在に至っていま
す。 

 
 
創設認可事業(認可内容) 

事 業 名 認 可 
年月日 認可番号 目標 年度 

計  画 
給水人口 

１日最大 
給 水 量     

１ 人 １ 日      
最大給水量 

創 設 平成 15 年 
 4 月 1 日 

厚生労働省発健 

第 0401002 号 
H22 

人 
697,000 

m3 
339,600 

l  
487 

経営変更 
(第 1 回) 

平成 18 年 
 3 月 30 日 

厚生労働省発健 

第 0330013 号 
H22 

人 
710,250 

m3 
347,400 

l  
489 

 
 
 なお、創設認可されるまでのそれぞれの水道事業は、次のとおりです。 
①①①①    旧静岡市（静岡地区）旧静岡市（静岡地区）旧静岡市（静岡地区）旧静岡市（静岡地区）は、安倍川流域内にあり、良質で豊富な地下水に恵まれ、古
くから掘り抜き井戸の水を飲料水として使用していました。 
  都市化の進展とともに、井戸における水質上の問題が発生し、衛生面及び保安上の
観点から水道の設置が急務となり、昭和 3年 3月牛妻地区の伏流水を水源とした事業
認可を得て、昭和 8年 6月給水を開始しました。 

  昭和 29年に地下水を水源とする与一取水場（第２水源地）を整備し、その後は 13
か所の取水井を築造するなど 7回の拡張事業を重ね、平成 15年 4月 1日の新市誕生
まで創設以来 75 年に渡り県都静岡市にとって欠くことのできない水道事業の運営が
なされました。 
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②②②②    旧清水市（清水地区）旧清水市（清水地区）旧清水市（清水地区）旧清水市（清水地区）は、清水と名が示すように、市の一角には非常に清らかな水
が湧き出ていました。 
  しかし、全国屈指の貿易港となった清水港には、出入りの船が年々増加し、貿易振
興のため、水道の設置が急がれたため、大正 15年 11月には興津川の表流水を水源と
する水道事業の認可を得て、昭和 7年 4月給水を開始することとなりました。 
  水需要の増加に対して八木間ポンプ場（取水施設）を築造し、その後は谷津浄水場
や配水池を築造するなど 5回の拡張事業を重ね、平成 15年 4月の新市誕生までの 77
年間に渡り、貿易等の産業や市民生活の上から必須となる水道事業の運営が行われま
した。 

 
 
③③③③    旧蒲原町（蒲原地区）旧蒲原町（蒲原地区）旧蒲原町（蒲原地区）旧蒲原町（蒲原地区）は、人口の増加や防火等に対応するため、昭和 28 年 2 月向
田川の表流水を水源とした事業認可を得て、昭和 31年 3月給水を開始しました。 
  その後は、配水池を築造するなど 5回の拡張事業を重ね、平成 18年 3月の新市誕
生までの 51 年間に渡り、産業や市民生活上欠かすことのできない水道事業の運営が
行われました。 

水道事業の沿革
創設期

• 旧清水市

• 創 設 大正15年11月
• 給水開始 昭和 7年 4月
• 計画一日最大給水量

• 15,300 m3
• 水 源 興津川

• 旧静岡市

• 創 設 昭和 3年 3月
• 給水開始 昭和 8年 6月
• 計画一日最大給水量

• 16,600 m3
• 水 源 安倍川

• 旧蒲原町

創 設 昭和28年2月
給水開始 昭和31年8月
計画一日最大給水量

3,000 m3
水 源 向田川
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２主要施設の状況２主要施設の状況２主要施設の状況２主要施設の状況    
    
①取水施設①取水施設①取水施設①取水施設    

地 区 水 源 水源数（箇所・形状） 取水能力（m3/日） 

伏流水 １箇所 ５５，６００m3 

地下水 ２７施設（深井戸 32本、浅井戸 2本） １６５，５８３m3 静岡地区 

計 ２８施設 ２２１，１８３m3 

表流水 ４箇所 １２５，９００m3 
地下水 ４施設（深井戸 3本、浅井戸 3本） １８，５００m3 
湧  水 １箇所 １４５m3 

清水地区 

計 ９施設 １４４，５４５m3 
表流水 ２箇所 ２，１００m3 
地下水 ３施設（深井戸 3本） ５，８００m3 蒲原地区 
計 ５施設 ７，９００m3 

 
 ②浄水施設②浄水施設②浄水施設②浄水施設    

地 区 施設名 処理方法 

静岡地区 門屋浄水場 緩速ろ過、急速ろ過（18年開始） 

中町浄水場 緩速ろ過 

小河内浄水場 緩速ろ過 

谷津浄水場 急速ろ過 

吉原浄水場 急速ろ過 

清水地区 

和田島浄水場 膜ろ過(19年開始) 

蒲原第１浄水場 緩速ろ過 
蒲原地区 

蒲原第 2浄水場 緩速ろ過 
 
 ③配水施設③配水施設③配水施設③配水施設    

地 区 配水池数 貯留量（m3） 

静岡地区 ２４箇所 ８９，１３１m3 

清水地区 ３１箇所 ６６，６３８m3 

蒲原地区 ４箇所 ５，２２１m3 

 
※※※※施設の写真集として「静岡市の水」を、添付してありますのでご参考にして下さい。施設の写真集として「静岡市の水」を、添付してありますのでご参考にして下さい。施設の写真集として「静岡市の水」を、添付してありますのでご参考にして下さい。施設の写真集として「静岡市の水」を、添付してありますのでご参考にして下さい。    
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３水道事業の業務状況３水道事業の業務状況３水道事業の業務状況３水道事業の業務状況    
    
①給水人口（単位：人）①給水人口（単位：人）①給水人口（単位：人）①給水人口（単位：人） 
地 区 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 
静岡地区 435,947 435,772 
清水地区 233,868 233,106 683,356 685,468 684,942 

蒲原地区 13,037 13,040 13,188 13,132 12,969 
計 682,852 681,918 696,544 698,600 697,911 

 
 
②給水戸数（単位：世帯）②給水戸数（単位：世帯）②給水戸数（単位：世帯）②給水戸数（単位：世帯）    

 
 
③年間総配水量（単位：③年間総配水量（単位：③年間総配水量（単位：③年間総配水量（単位：ｍｍｍｍ3333））））    
地 区 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 
静岡地区 57,798,816 57,298,361 
清水地区 34,809,015 34,261,322 90,214,558 90,454,051 89,919,321 

蒲原地区 2,407,366 2,209,031 2,055,157 2,039,211 2,045,412 
計 95,015,197 93,768,714 92,269,715 92,493,262 91,964,733 

 
 
④年間有収水量（単位：④年間有収水量（単位：④年間有収水量（単位：④年間有収水量（単位：mmmm3333））））    
地 区 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 
静岡地区 48,682,043 48,249,231 
清水地区 30,249,034 29,773,089 76,862,803 77,066,852 77,230,708 

蒲原地区 1,919,867 1,862,624 1,748,937 1,759,838 1,771,327 
計 80,850,944 79,884,944 78,611,740 78,826,690 79,002,035 

 
 
⑤有収率（単位：％）⑤有収率（単位：％）⑤有収率（単位：％）⑤有収率（単位：％）            年間有収水量年間有収水量年間有収水量年間有収水量////年間総配水量×年間総配水量×年間総配水量×年間総配水量×100100100100    
地 区 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 
静岡地区 84.2 84.2 
清水地区 86.9 86.9 85.2 85.2 85.9 

蒲原地区 79.7 84.3 85.1 86.3 86.6 
 
 
 
 

地 区 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 
静岡地区 166,265 168,122 
清水地区 82,365 83,083 261,426 262,549 262,768 

蒲原地区 4,739 4,755 4,785 4,869 4,920 
計 253,369 255,960 266,211 267,418 267,688 
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４現状と課題４現状と課題４現状と課題４現状と課題 
①平成①平成①平成①平成 17171717 年年年年 3333 月月月月    水道事業基本構想・基本計画策定水道事業基本構想・基本計画策定水道事業基本構想・基本計画策定水道事業基本構想・基本計画策定    
本市では、水道事業を取り巻く環境の変化に対応した、新市にふさわしい新たな
水道事業を推進するため、「新たな都市（まち）の明日に向かう水道」を基本理念
とする「静岡市水道事業基本計画」を策定しました。 
この実現に向け、今後の水道事業の進むべき方向を明らかにする「６つの基本方
針」を策定し、主な課題として位置付け、安全で安定的な飲料水を供給し、暮ら
しの基盤である安全、安心、快適な市民生活が実現できるよう、それらの課題に
対応した取組みを進めることとしています。 
なお、策定時期の関係で、旧蒲原町については触れていませんが、合併時の建設
計画事業を取組み実施しております。 

 
②基本②基本②基本②基本方針、主な施策方針、主な施策方針、主な施策方針、主な施策    
(1)(1)(1)(1)地震・渇水対策の充実地震・渇水対策の充実地震・渇水対策の充実地震・渇水対策の充実    
・水の相互運用 南部ルート（平成 17、18年度 11億円） 

北部ルート（平成 19～26年度 35億円） 
・施設の耐震化等整備  南安倍取水場管理棟耐震補強工事（平成 17～20年度 1億円） 

谷津浄水場管理棟耐震補強工事（平成 17～20年度 2億円） 
      蒲原第 3浄水場改良工事（平成 18～20年度 3億円） 

           蒲原第 1浄水場改良工事（平成 21～23年度 3億円） 
                 門屋浄水場緩速ろ過施設改修工事（平成 18～22年度 15億円） 
 
(2)(2)(2)(2)安全性の確保と快適性の向上安全性の確保と快適性の向上安全性の確保と快適性の向上安全性の確保と快適性の向上    

 ・水質試験センター建設（平成 17～19年度 5億円） 
 
(3)(3)(3)(3)安定した給水の確保安定した給水の確保安定した給水の確保安定した給水の確保    

 ・門屋浄水場急速ろ過施設建設（平成 17、18年度 14億円） 
・和田島浄水場膜ろ過施設建設（平成 18、19年度 8億円） 
・清水区吉原地区整備(中継ポンプ場、配水場築造等)事業（平成 18、19年度 3億円） 
・駿河区長田ブロック配水(鎌田配水場築造等)事業 
（鎌田配水場建設 平成 19～24年度 18億円） 

・静岡駅北配水池建設（平成 20～23年度 8億円） 
・経年配水管等布設替（平成 17～26年度 124億円） 
 
(4)(4)(4)(4)顧客サービスの向上顧客サービスの向上顧客サービスの向上顧客サービスの向上    

 ・コンビニエンスストアでの水道料金の納付（平成 18年 2月 収納開始） 
・上下水道お客様サービスセンターの開設（平成 19年 2月 開設） 
 
(5)(5)(5)(5)環境保全の推進環境保全の推進環境保全の推進環境保全の推進    
・太陽光発電システム(クリーンエネルギー)の導入  
門屋浄水場の屋上に設置（平成 18年 9月設置  設置年度 10,316kwh発電） 

 
(6)(6)(6)(6)経営の健全化経営の健全化経営の健全化経営の健全化    
・定員管理計画（平成 17～21年度  175人→165人） 
・水道料金体系の一元化 
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Ⅲ　静岡市水道事業財政運営の状況について

（１）収益的収支　…　 水道水を供給するための費用と収益　（施設の維持管理や料金の徴収事務などにかかる経費）

　（収入） （単位：千円）

　　　　　　　年度

　　区分 （旧静岡） （旧清水） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算）

水道料金 6,813,717 3,759,717 212,761 10,786,195 10,369,678 197,275 10,566,953 10,401,916 198,062 10,599,978 10,422,537 199,580 10,622,117 10,383,125

その他 286,191 106,722 7,864 400,777 333,046 16,607 349,653 328,488 7,746 336,234 312,056 8,491 320,547 282,449

計 7,099,908 3,866,439 220,625 11,186,972 10,702,724 213,882 10,916,606 10,730,404 205,808 10,936,212 10,734,593 208,071 10,942,664 10,665,574

　（支出） （単位：千円）

　　　　　　　年度

　　区分 （旧静岡） （旧清水） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算）

人件費（退職金含む） 1,032,789 615,867 45,030 1,693,686 1,620,002 41,266 1,661,268 1,557,716 39,911 1,597,627 1,496,362 40,361 1,536,723 1,583,880

委託料 586,198 258,232 8,503 852,933 732,331 7,236 739,567 807,656 7,266 814,922 754,399 7,861 762,260 866,018

修繕料 283,996 493,297 25,422 802,715 925,132 35,447 960,579 831,528 33,580 865,108 1,038,644 24,758 1,063,402 952,125

動力費 250,643 179,127 14,553 444,323 419,443 11,247 430,690 414,997 14,345 429,342 407,903 15,515 423,418 431,720

支払利息 1,173,108 601,824 24,971 1,799,903 1,713,912 24,804 1,738,716 1,584,641 25,574 1,610,215 1,457,087 26,151 1,483,238 1,453,929

減価償却費 1,010,434 1,048,060 49,199 2,107,693 1,888,869 53,106 1,941,975 1,939,395 55,856 1,995,251 2,005,845 58,167 2,064,012 2,220,595

その他 1,488,798 350,871 20,999 1,860,668 1,458,159 10,755 1,468,914 1,481,369 9,732 1,491,101 1,614,028 9,967 1,623,995 1,655,216

計 5,825,966 3,547,278 188,677 9,561,921 8,757,848 183,861 8,941,709 8,617,302 186,264 8,803,566 8,774,268 182,780 8,957,048 9,163,483

　（収支差引） （単位：千円）

　　　　　　　年度

　　区分 （旧静岡） （旧清水） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算）

当年度純利益 1,273,942 319,161 31,948 1,625,051 1,944,876 30,021 1,974,897 2,113,102 19,544 2,132,646 1,960,325 25,291 1,985,616 1,502,091

※　数値については税抜き

資料３

１４年度　決算額 １５年度　決算額 １６年度　決算額 １７年度　決算額

１７年度　決算額 １８年度
決算見込

１８年度
決算見込

１８年度
決算見込

１７年度　決算額

１４年度　決算額 １５年度　決算額 １６年度　決算額

１４年度　決算額 １５年度　決算額 １６年度　決算額
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（２）資本的収支　… 水道施設を整備・拡充するための経費とそれに伴う資金収入

　（収入） （単位：千円）

　　　　　　　年度

　　区分 （旧静岡） （旧清水） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算）

企業債 800,000 441,700 90,000 1,331,700 1,590,000 110,000 1,700,000 2,340,000 90,000 2,430,000 2,100,000 60,000 2,160,000 3,253,400

国庫支出金 25,002 0 15,000 40,002 149,101 0 149,101 109,488 0 109,488 115,334 0 115,334 215,854

他会計支出金 44,453 2,372 30,000 76,825 107,205 0 107,205 105,138 0 105,138 176,146 0 176,146 26,328

工事負担金 566,811 170,543 0 737,354 659,761 0 659,761 668,652 1,312 669,964 564,677 13,000 577,677 255,999

その他 0 45,396 0 45,396 7,787 0 7,787 30 0 30 79,279 0 79,279 1,773

計 1,436,266 660,011 135,000 2,231,277 2,513,854 110,000 2,623,854 3,223,308 91,312 3,314,620 3,035,436 73,000 3,108,436 3,753,354

　（支出） （単位：千円）

　　　　　　　年度

　　区分 （旧静岡） （旧清水） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算）

建設改良費 3,230,960 1,417,655 189,770 4,838,385 4,395,826 158,151 4,553,977 4,595,898 116,423 4,712,321 5,091,132 94,122 5,185,254 5,273,694

企業債償還金 1,177,307 623,920 19,845 1,821,072 1,931,603 19,971 1,951,574 2,070,225 21,314 2,091,539 2,085,097 16,958 2,102,055 2,412,572

計 4,408,267 2,041,575 209,615 6,659,457 6,327,429 178,122 6,505,551 6,666,123 137,737 6,803,860 7,176,229 111,080 7,287,309 7,686,266

　（収支差引） （単位：千円）

　　　　　　　年度

　　区分 （旧静岡） （旧清水） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算） （静岡） （旧蒲原） （合算）

不足額 △ 2,972,001 △ 1,381,564 △ 74,615 △ 4,428,180 △ 3,813,575 △ 68,122 △ 3,881,697 △ 3,442,815 △ 46,425 △ 3,489,240 △ 4,140,793 △ 38,080 △ 4,178,873 △ 3,932,912

※　数値については税込み

　１８年度
　決算見込

　１８年度
　決算見込

１８年度
決算見込

１７年度　決算額

１７年度　決算額

１４年度　決算額 １５年度　決算額 １６年度　決算額 １７年度　決算額

１４年度　決算額 １５年度　決算額 １６年度　決算額

１４年度　決算額 １５年度　決算額 １６年度　決算額
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Ⅳ　１市３制度になっている水道料金体系について

静岡地区 （口径別従量料金制）

（１）料金改定の経緯

（２）現 行 料 金 表（１ヶ月あたり）

５０ｍｍ

７５ｍｍ

１５０ｍｍ

３,２０２.５０円

８,０１１.５０円

２９,８４１.００円

１００ｍｍ

１０㎥までの分 ６７.２０円

１０㎥を超え２０㎥までの分 １２０.７５円

１３,６３９.５０円

（イ）　従　量　料　金

メーターの口径 　　　　　　　　　金　　　　　額

２０㎥を超え５０㎥までの分 １６０.６５円

５０㎥を超え１００㎥までの分 １８６.９０円

１００㎥を超え５００㎥までの分 ２０６.８５円

５００㎥を超える分 ２２０.５０円

２０ｍｍ

２５ｍｍ ６９３.００円

２,１６３.００円４０ｍｍ

４３０.５０円

資料４

１３ｍｍ

（ア）　基　本　料　金

メーターの口径

(消費税込み）

　　　　　　　　　金　　　　　額

施行日 平均改定率 備考

平成5年4月1日 31.31%

平成9年4月1日 16.05%

平成13年4月1日 8.48% 現行料金
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清水地区 (用途別従量料金制）

（１）料金改定の経緯

（２）現 行 料 金 表（１ヶ月あたり）

200ｍｍ

40ｍｍ 2,520円      75ｍｍ 12,705円

50ｍｍ 6,300円     100ｍｍ

口 径 料 金 口 径

（ア）　給　水　料　金

15ｍ3まで 4,567.50円

（イ）大口口径施設特別使用料金

日本平観光地給水
用 10ｍ3まで

船 舶 給 水 用 　　 15ｍ3を超えるもの 304.50円

料 金 口 径 料 金

25,620円 83,370円

220.50円

246.75円

204.75円

252.00円

(消費税込み）

150ｍｍ 44,835円

162.75円

　50ｍ3を超え100ｍ3まで 189.00円

(消費税込み）

料金(１ｍ3につき)

超 過 料 金

115.50円

136.50円　10ｍ3を超え 20ｍ3まで

210.00円

 10ｍ3を超え1,000ｍ3まで

　1,000ｍ3を超えるもの

業 務 用 10ｍ3まで 756.00円

 100ｍ3を超え500ｍ3まで

 500ｍ3を超えるもの

　20ｍ3を超え 50ｍ3まで

1,533.00円

136.50円　20ｍ3を超え 50ｍ3まで

157.50円

183.75円

 500ｍ3を超えるもの

水 量

682.50円

料金区分

10ｍ3まで家 事 用

　10ｍ3を超え 20ｍ3まで

　50ｍ3を超え100ｍ3まで

 100ｍ3を超え500ｍ3まで

 用　 途

基 本 料 金

水 量 料 金

施行日 平均改定率 備考

昭和57年4月1日 25.00%

平成4年4月1日 20.00%

平成9年4月1日 22.15% 現行料金
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蒲原地区 (用途別従量料金制）

（１）料金改定の経緯

（２）現行料金表（１ヶ月あたり）

(ア)　水道使用料金 (消費税込み）
基本料金

(１月につき10m
3
まで)

料　金 水　量 料　金

10ｍ
3
を超え 20 ｍ

3
まで 105.00円

20ｍ
3
を超え 50 ｍ

3
まで 115.50円

50ｍ
3
を超え 150ｍ

3
まで 136.50円

 150㎥を超えるもの 157.50円

臨時用 2625.00円  10㎥を超えるもの 262.50円

10ｍ
3
を超え 20 ｍ

3
まで 105.00円

20ｍ
3
を超え 50 ｍ

3
まで 115.50円

50ｍ
3
を超え 150ｍ

3
まで 136.50円

 150㎥を超えるもの 157.50円

(ｲ)　メーター使用料金

(消費税込み）

料　　金

52.50円

105.00円

126.00円

178.50円

210.00円

1470.00円

1680.00円

2100.00円

口　　径

840.00円
一般用
（一世帯）

超過料金（1㎥につき）

一般用 840.00円

共　　用

用途

専　　用

種　　別

20mm

13mm

100mm

50mm

25mm

30mm

40mm

75mm

施行日 平均改定率 備考

平成8年4月1日 12.10%

平成9年4月1日 2.00%

平成11年10月1日 14.80% 現行料金
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 16

静岡市水道料金の比較（家事用口径20mm1ヶ月あたり）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

円

静岡地区 430 1,102 2,310 3,916 5,523 7,129 8,998

清水地区 682 682 1,837 3,202 4,567 5,932 7,507

蒲原地区 945 945 1,995 3,150 4,305 5,460 6,825

0 10 20 30 40 50 60㎥

円

㎥ ㎥㎥㎥㎥㎥

円 円 円 円円 円

円 円 円 円 円円 円

円 円 円 円 円円 円
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静岡市水道料金の比較（業務用口径40mm1ヶ月あたり）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

円

静岡地区 1,102 8,862 18,207 28,549 38,892 49,234 59,577 69,919 80,262 90,604 100,947

清水地区 756 9,523 18,793 29,998 41,023 52,048 63,073 74,098 85,123 96,148 107,173

蒲原地区 945 5,565 12,390 19,215 27,090 34,965 42,840 50,715 58,590 66,465 74,340

10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 (㎥)

(円)

(円)

(円)
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静岡市水道料金の比較（日本平用口径20mm1ヶ月あたり）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

円

静岡地区 1,102 7,129 16,474 26,817 37,159 47,502 57,844

清水地区 1,533 9,723 19,960 30,198 40,435 50,673 60,910

蒲原地区 945 5,460 12,285 19,110 26,985 34,860 42,735

10 50 100 150 200 250 300㎥

円

㎥ ㎥㎥㎥㎥㎥

円 円 円 円円 円

円 円 円 円 円円 円

円 円 円 円 円円 円
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静岡市水道料金の比較（船舶用口径75mm1ヶ月あたり）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

円

静岡地区 8,683 65,425 128,845 194,995 261,145 327,295 393,445 459,595 525,745 591,895 658,045

清水地区 4,567 91,350 182,700 274,050 365,400 456,750 548,100 639,450 730,800 822,150 913,500

蒲原地区 2,520 44,310 91,560 138,810 186,060 233,310 280,560 327,810 375,060 422,310 469,560

10 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 (㎥)

(円)

(円)

(円)



Ⅴ　その他

給水装置の審査・検査手数料

（１）現行手数料の設定時期

静岡地区 平成10年4月1日

清水地区 〃

蒲原地区 〃

（２）現　行　手　数　料　

　（ア）審査手数料

　　　 口径

地区

静岡地区 2,610 3,630

清水地区

蒲原地区

　（イ）検査手数料

　　　 口径

地区

静岡地区 3,190 4,430

清水地区

蒲原地区

資料５

9,220

1,000

3,000

7,540

2,000

2,000

50mm以上　　（円）25mm以下　（円） 30mm・40mm　（円）

25mm以下　（円） 30mm・40mm　（円） 50mm以上　　（円）
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